
別紙

平成 26 年度高知県計画に関する

事後評価

平成２７年１１月

【平成３０年１０月修正】

高知県

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出

するとともに、公表することに努めるものとする。



5

３．事業の実施状況

平成26年度高知県計画に規定した事業について、平成26年度計画終了時における事業の実

施状況を記載。

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【NO.１】
訪問看護推進事業

【総事業費】

4,376千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 【H26年度】平成 26年４月１日～平成 27年３月 31 日
☑継続 ／ ☐終了

【H28年度】平成 28年４月１日～平成 29年３月 31 日
☐継続 ／ ☑終了

事業の目標 ・訪問看護を利用しやすい環境を整え、必要な方に適切な訪問看護サー

ビスが提供される体制を整備する

・本県の訪問看護を推進するために、学識経験者を含めた推進協議会に

て訪問看護の現状・課題等について議論することで訪問看護に携わる看

護職員に対し、研修への参加を促すと共に、看護職員の資質向上を図る

事業の達成

状況

【H26年度】
○推進協議会：年２回開催

・研修事業の内容の検討、地域別の課題整理

・訪問看護に関するアンケート調査の実施と分析

○相互研修：23名参加
・訪問看護ステーションで勤務し、経験年数の浅い看護師の学びの機

会であり、さらに、医療機関から参加した看護師は、訪問看護の現状

を学び、訪問看護への同行をすることにより、さらに退院支援などの

必要性を学んでいる。

○県全域の地域における介護サービス利用者とその家族、介護支援専門

員、看護師等からの訪問看護に関する相談への対応。（128件）

○訪問看護ステーションに対し、運営、管理及び看護技術のコンサルテ

ーションを行った。（県中部 11回、西部 2回、東部 5回 計 18回）

【H28年度】

○推進協議会：年２回開催

・研修事業の内容の検討、地域別の課題整理

・訪問看護に関するアンケート調査の実施と分析
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事業の有効

性・効率性

（１）事業の有効性

○推進協議会では、訪問看護ステーションの現状を整理、課題の検討を

実施。地域連携、他職種協働の視点から訪問看護の充実に向けて取り

組んだ。

○最後まで住み慣れた地域で生活するための在宅医療の重要性の認識を

深めるとともに、訪問看護の普及を促進したと考える。

○看護師相互研修では、医療機関に勤務する看護師と訪問看護ステーシ

ョンで勤務する看護師が研修や交流を通じて、相互の看護の現状・課

題や専門性の理解を深めた。【H28年度のみ】
（２）事業の効率性

【H26年度】
○医療機関と訪問看護ステーションの看護師が互いに、現状・課題を共

有し専門性の理解を深めることは、地域包括ケアの在宅医療推進のた

めに効率的な事業実施であった。

○電話やブロック別のコンサルテーションによる訪問看護の利用、事業

所の業務上の相談等への対応により、訪問看護を利用しやすい環境を

整え、適切なサービスが提供されるよう普及の実施が効率的に行われ

た。

【H28年度】
○学識経験者を含め一同に会し議論することで、高知県の訪問看護サー

ビスを一体的に推進することができると考える。

その他
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【NO.２】
訪問看護師研修事業

【総事業費】

1,536千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31 日
☐継続 ／ ☑終了

事業の目標 在宅移行を支援する看護師及び訪問看護管理者を対象に研修を行い、

訪問看護師の確保及び質の向上、訪問看護ステーションの機能強化を図

る。

事業の達成

状況

研修受講者数

H28年度：71名
事業の有効

性・効率性

（１）事業の有効性

県内訪問看護管理者対して将来を見通した最新情報やスタッフ人材育

成について研修を実施することで、ステーション規模に関わらず訪問看

護の質向上に寄与することができた。

（２）事業の効率性

管理者が変革することで、ステーション全スタッフへの波及効果を得

られていると考える。

その他
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【NO.３】
訪問看護実践研修事業

【総事業費】

2,160千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31 日
☐継続 ／ ☑終了

事業の目標 大学病院の専門医療チーム（専門看護師、認定看護師含む）が、地域

の医療機関・訪問看護ステーション等に対しコンサルテーションを行う

ことにより、在宅医療・看護技術・介護術、アセスメント能力を高める

ための知識・技術の向上を図る。

事業の達成

状況

コンサルテーション利用施設数

H28年度：16施設
事業の有効

性・効率性

（１）事業の有効性

医療機関に比較して規模の小さい訪問看護ステーションに対してコン

サルテーションを行うことは、訪問看護のスキルアップにつながる。加

えて、医療機関やステーションだけでは問題解決が困難であったとして

も他職種によるコンサルにより解決へと進むことができる。

（２）事業の効率性

コンサルテーションの派遣元を大学病院に一元化することで、事業の

一本化とともに画一的なコンサルを実施することができると考える。

その他
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【NO.４】
在宅医療・介護連携のＩＣＴ連携システム構築事業

【総事業費】

84,829千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 【H26年度】平成 27年１月～平成 27年３月 31日
☑継続 ／ □終了

【H27年度】平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日
☑継続 ／ □終了

【H28年度】平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 本システムを開発し、利用することにより、自宅等で療養する患者の

情報を、医療・介護の関係機関がスムーズに共有でき、利用者の業務効

率が上がるとともに多職種の連携も進む。（目標利用施設数：１５０）

事業の達成

状況

【H26年度】システムを利用する予定の職能団体等からの推薦者により
構成される協議会を 1回及びその下の現場担当者により構成される WG

を 2回開催し、システムの使い勝手や必要とされる機能などについて、

協議を行い、平成 27年度のシステム開発に反映を行う。

【H27年度】H26年度に引き続き、システムを利用する予定の職能団体
等からの推薦者により構成される協議会を 3回開催し、そこで出され
た意見等を基に、システム運用に必要なネットワーク・サーバ環境構

築及びソフトウェア開発を行うとともに、地域における在宅医療に関

わる多職種が集まる会議等でのシステムの説明やデモを行い、システ

ムの普及啓発を実施した。

【H28年度】システムを開発し、協議会（３回開催）や利用者からの意
見を基に適宜システムの改修を行い、医療・介護の関係機関がスムー

ズにシステムで情報共有できる体制を整備した。また、地域における

医療・介護の多職種が集まる会議等でのシステムの説明やデモを行っ

た。利用施設数は 50施設。
事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

【H26年度】本事業の中で、協議会及びＷＧを行うことにより、医療・
介護のそれぞれの職種・立場からの課題や必要な情報なども議論する

ことが出来、共通認識の醸成を図ることが出来、在宅医療関係者間の

連携が促進したと考える。

【H27年度】システムを利用する予定の幅広い職能団体の代表より意見
を聞き、その意見をシステムに反映させることで、使い勝手の良いシ

ステムを開発することが出来た。

【H28年度】病院、診療所、訪問看護ステーション、介護事業所等によ
る運用を開始したことにより、在宅患者の療養状況のリアルタイムな
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情報共有が可能となり、多施設・多職種の連携・協働がスムーズとな

った。また、病状変化に対する早期の対応が可能となった。

（２）事業の効率性

【H26年度】事業者との綿密な調整を行うことで、協議会委員等につい
ても、幅広い層の団体による構成となったことや、予定通りの会議を

開催することが出来、事業の執行が効率的に行われた。

【H27年度】事前に関係者から意見を聞き、それをシステム開発の仕様
等に盛り込むことで、システム開発がスムーズに行えたと考える。

【H28年度】テスト運用により利用者の意見を適宜検討しシステムに反
映することで、効率的にシステムの構築が出来た。

その他
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【NO.５】
医療従事者レベルアップ事業

【総事業費】

448千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 【H28年度】平成 28年９月１日～平成 29年３月 31日
☑継続 ／ □終了

【H29年度】平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 医療従事者団体や病院等が実施する、在宅医療等に係る研修に対し、

日頃より在宅医療を専門的に取り組んでいる講師を派遣することで、関

係者に対して在宅医療への理解を促進し、よりよい退院支援や急変時の

入院受入につなげる。

【H28年度】・研修受講機関（団体）数：３カ所
・訪問診療導入研修開催数：１回

【H29年度】・研修受講機関（団体）数：３カ所
事業の達成

状況

【H28年度】・研修受講機関（団体）数：２カ所
・訪問診療導入研修開催数：１回

【H29年度】・研修受講機関（団体）数：６カ所
事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

医療従事者団体や病院等が実施する在宅医療に係る研修に対し、専門

知識を持つ講師派遣を実施することで、在宅医療への理解が深まり、退

院支援の充実につながった。

（２）事業の効率性

新たな研修を実施するのではなく、もともと実施されている院内研修

や職能団体の研修に講師派遣を行うことで、各機関（団体）の実情に応

じた研修が実施でき、業務の効率化が図られた。

その他
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【NO.６】
医療連携体制整備事業

【総事業費】

589千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 在宅医療の連携推進に向けて、急性期、回復期、維持期（在宅医療）

での切れ目のない継続した医療の提供のため、地域連携パスの普及が必

要である。既に体制が構築されている脳卒中以外の疾病についても拡大

し、県全体での地域連携パス体制を構築する。

事業の達成

状況

地域連携パス体制構築のための会合を４回開催し、延べ 600名程度参
加。パスにより収集された情報を分析し会合にて検討。パスの利用円滑

化を目的とし、会合に加え実行委員会を設け、改定を議論し確定。改定

後の地域連携パス運用ルールを整理・周知した。

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

本事業の実施により、パスの内容が向上し運用ルールが明確化され、

高知県の全域において急性期から維持期における患者の状況を把握で

き、地域連携パス体制の構築ができた。

（２）事業の効率性

パスにより患者の予後や県全域における医療体制を効率的に把握

することができた。

その他
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【NO.７】
在宅歯科医療連携室整備事業

【総事業費】

7,424千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
☐継続 ／ ☑終了

事業の目標 ・在宅歯科医療機器貸し出し件数が５年間で５件以上増加する

・「在宅歯科連携室」稼働件数が５年間で 10件以上増加する
事業の達成

状況

・在宅歯科医療機器貸し出し件数：1,383件増加
（Ｈ25年度 714件→Ｈ26年度 2,097件）

・「在宅歯科連携室」稼働件数：24件増加
（Ｈ25年度 108件→Ｈ26年度 132件）

事業の有効

性・効率性

（１）事業の有効性

「在宅歯科医療連携室」を通じて、在宅歯科医療における医科や介護

等の他分野との連携が推進されはじめたことにより、地域における在宅

歯科のニーズを歯科医療へと繋げる体制が整備され始めた。

（２）事業の効率性

在宅歯科医療機器を圏域ごとに整備することで効率的な執行ができた

と考える。

その他
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業

事業名 【NO.８】
在宅歯科診療設備整備事業

【総事業費】

17,082千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
☐継続 ／ ☑終了

事業の目標 ・訪問歯科診療を実施する歯科医院が５年間で 10件増加する
・訪問歯科診療件数が５年間で 10件増加する

事業の達成

状況

・訪問歯科診療を実施する歯科医院の件数（機器の整備件数）：17件増
加（Ｈ25年度 16件→Ｈ26年度 33件）
・訪問歯科診療件数：機器を整備した歯科医院が 17件増加したことによ
り訪問件数が 5,776件増加（Ｈ26年度）

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

県内で在宅歯科医療機器を整備し訪問歯科診療を実施する歯科医療機

関がＨ25年度と比較し 17機関増加したことにより、ニーズが増加しつ
つある訪問歯科医療提供体制の充実化につながった。

（２）事業の効率性

歯科医師会において、必要性が高い医療機関から優先順位をつけて機

器を整備したことで、効率的な執行ができた。

その他



15

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業業

事業名 【NO.９】
地域医療支援センター運営事業

【総事業費】

469,330千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
☐継続 ／ ☑終了

事業の目標 若手医師の県内定着率の向上等により、若手医師の減少や地域・診療

科間の医師の偏在を解消する。

事業の達成

状況

・専門医資格の取得を目指す若手医師への支援（285名）
・指導医資格を目指す医師への支援（18名）
・県内外の医療機関に留学する若手医師への支援（7名）
・県内教育連携病院（20病院）の概要・研修プログラムの情報発信
・新たな専門医制度に沿った初期研修プログラムのカリキュラム原案の

作成

・県外からの医師の招聘（1名）
・県内医療機関への医師の派遣（6名） 等

事業の有効

性・効率性

（１）事業の有効性

若手医師のキャリア形成支援とともに、若手医師のキャリア形成のた

めの研修プログラム作成や若手医師・医学生に向けたキャリア形成過程

の見える化を進めることができた。

（２）事業の効率性

県、高知大学、県医師会及び医療関係者で組織する一般社団法人高知

医療再生機構と、県内医療機関の中核的な役割を担う高知大学医学部附

属病院にセンターを設置したことで効率的に事業を実施できたと考え

る。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.10】
中山間地域等医療提供体制確保対策事業

【総事業費】

50,000千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 県外私立大学から県内中山間地域の医療機関への医師派遣数：３名

事業の達成

状況

県外私立大学（２大学）と連携し、県内中山間地域の医療機関に３名の

医師を派遣した。

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

本事業の実施により、高知県の課題となっている中山間地域など医療

サービスが偏在する地域において、医療提供体制の確保につながったと

考える。

（２）事業の効率性

事業開始前には、大学から派遣される医師が決定しており、受入れ準

備もスムーズであった。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.11】
県内指定医療機関医師住宅整備支援事業

【総事業費】

98,860千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 【H26年度】平成 26年 12月 24日～平成 27年３月 31日
☑継続 ／ □終了

【H27年度】平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日
☑継続 ／ □終了

【H28年度】平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 高知県医師養成奨学貸付金における県内指定医療機関の勤務環境の改

善を促進し、各医療機関の医師の確保・定着を図る

（平成３３年度末の若手医師（40歳未満）数：750人）
事業の達成

状況

県内指定医療機関が行う医師住宅整備事業の支援を行った。

【H26年度】補助対象：１医療機関（１棟）
【H27年度】補助対象：２医療機関（１棟、２戸）
【H28年度】補助対象：２医療機関（１棟、２戸）

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

【H26年度】県奨学金指定医療機関であるとともに、県と県外大学の連
携事業による派遣医師を受けて入れている地域の中核的な医療機関に

対して、福利厚生面のなかでも、財政負担が大きいため遅れがちな医

師住宅の整備を支援したことで、若手医師の確保・定着につながった。

【H27年度】新たに２医療機関の医師住宅の整備を支援したことで、さ
らに若手医師の確保・定着につながった。

【H28年度】新たに２医療機関の医師住宅の整備を支援したことで、さ
らに若手医師の確保・定着につながった。

（２）事業の効率性

事業着手前に補助事業者と十分に協議を進めたことにより、効率的に

事業を実施できたと考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業業

事業名 【NO.12】
系統的医療供給体制整備検討事業

【総事業費】

126千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 【H26年度】平成 27年３月２日～平成 27年３月 31日
☑継続 ／ □終了

【H27年度】平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 若手医師の減少や地域・診療科間の医師の偏在を解消する。

（平成３３年度末の若手医師（40歳未満）数：750人）
事業の達成

状況

【H26年度】
地域医療構想及び地域包括ケアシステムに関する研修会を開催

参加者：37 医療機関（56 名）

【H27年度】実績なし
事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

【H26年度】2025年には全ての団塊世代が 75歳以上となり、これまで
以上に医療機能の分化・連携等を進めることが重要となるため、それ

ぞれの地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適

切に推進する必要がある。これに向けては、まずは自地域の現状をき

ちんと把握・分析することが前提となるため、病床機能報告の結果を

踏まえて、医師会と関係機関が検討を進める手法について学んだ。

【H27年度】実績なし
（２）事業の効率性

【H26年度】事業着手前に補助事業者と十分に協議を進めたことによ
り、効率的に事業を実施できたと考える。

【H27年度】実績なし
その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業業

事業名 【NO.13】
医師養成奨学貸付金貸与事業

【総事業費】

301,560千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 県内で医師が不足する地域における医師の確保に向けて、若手医師の

県内定着の促進を図る。

（平成３３年度末の若手医師（40歳未満）数：750人）
事業の達成

状況

・医学部学生のうち、将来高知県内の医療機関で医師として勤務する意

思のある者に対して、奨学金を貸与した。

（新規：35 名 継続：123 名）

・特に不足している診療科の医師として従事する意思のある者には修学

金に加算して貸与した。

（産婦人科：6名 小児科：7名麻酔科：１名 脳神経外科：2名）

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

将来高知県内の医師の不足する地域の医療機関で医師として勤務する

意思のある医学生に奨学金を貸与することで、若手医師の確保を図り、

地域の医師不足の解消につながることが期待できる。

（２）事業の効率性

高知大学と連携することで、貸与希望者による申請から貸与決定まで

効率よく事業を実施できたと考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.14】
産科医等確保支援事業

【総事業費】

57,140千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
☐継続 ／ ☑終了

事業の目標 分娩手当等の支給により、産科医療機関等及び産科医の数を維持する

（分娩取扱施設数：16、医師数(分娩取扱施設の医師)：41）

事業の達成

状況

平成 26 年度においては、16 分娩取扱施設が分娩手当等の支給を行う

ことで、産科医療機関等及び産科医等の数の維持を図った。

事業の有効

性・効率性

（１）事業の有効性

本事業の実施により高知県全体において、分娩取扱手当等の支給が行

われ、地域でお産を支える産科医等の処遇改善を通じて、急激に減少し

ている産科医療機関及び産科医等の確保を図る一助となった。

（２）事業の効率性

高知県全体において、分娩取扱手当等の支給を行う分娩取扱施設を対

象に事業を実施したことにより、効率的な執行ができたと考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.15】
新生児医療担当医確保支援事業

【総事業費】

2,074千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
☐継続 ／ ☑終了

事業の目標 新生児担当手当の支給により、新生児医療に従事する現状の医師数を

維持する

（手当を支給している医療機関の新生児医療に従事する医師数：25人）
事業の達成

状況

平成 26 年度においては、ＮＩＣＵを有する２医療機関が、新生児医療

に従事する医師に対して、新生児担当手当等を支給することで新生児医

療担当医の処遇改善を図った。

事業の有効

性・効率性

（１）事業の有効性

本事業の実施によりＮＩＣＵにおいて、新生児医療に従事する過酷な

勤務状況にある新生児担当医師の処遇改善を図る一助となった。

（２）事業の効率性

高知県全体において、新生児医療に従事する医師に対して、新生児担

当手当等を支給するＮＩＣＵを有する医療機関を対象に事業を実施した

ことにより、効率的な執行ができたと考える。

その他



22

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.16】
輪番制小児救急勤務医支援事業

【総事業費】

3,740千円
事業の対象

となる区域

中央区域

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 ・小児救急医療体制の確保

・年間を通じての輪番日における小児救急勤務医の確保

（小児救急勤務医への手当支給件数 250件）
事業の達成

状況

小児科病院群輪番制病院における小児救急勤務医の確保に向けて支援

を行った。

（小児救急勤務医への手当支給件数 374件）
事業の有効

性・効率性

（１）事業の有効性

小児科勤務医が確保されることにより、医師一人あたりの負担軽減へ

とつながり、勤務環境が改善された。

（２）事業の効率性

小児患者の大半が集中している中央区域を事業の実施対象とすること

により、効率的な執行ができたと考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.17】
小児救急トリアージ担当看護師設置支援事業

【総事業費】

8,127千円
事業の対象

となる区域

中央区域

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 ・小児救急医療体制の確保

・年間を通じての輪番日における小児救急トリアージ担当看護師の確保

（小児救急トリアージ担当看護師への手当支給件数 250件）
事業の達成

状況

小児科病院群輪番制病院におけるトリアージ担当看護師の確保に向け

て支援を行った。

（小児救急トリアージ担当看護師への手当支給件数 363件）
事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

トリアージ担当看護師が確保されることにより、看護師一人あたりの

負担軽減へとつながり、勤務環境が改善された。

（２）事業の効率性

小児患者の大半が集中している中央区域を事業の実施対象とすること

により、効率的な執行ができたと考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.18】
女性医師等就労環境改善事業

【総事業費】

5,218千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 女性医師が安心して勤務できる環境が整備される。

事業の達成

状況

○女性復職支援に向けた広報活動

・シンポジウムの開催、広報誌の作成・配布、ホームページでの情報

発信

○女性医師の復職研修支援

・育児休暇から復職する女性医師の職場復職研修を支援：２名

○病後児保育支援

・病後児保育を実施する医療機関を支援：１医療機関

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

これまで産後及び育児休暇から復職する女性医師は、復職研修を実施

しないケースがほとんどであったが、当該事業により、今後の医師本人

及び医療機関による積極的な復職研修の実施と、これによるスムーズな

復職の実現が期待できる。

また、病後児保育事業の支援により、女性医師の勤務環境の改善を図

ることができた。

（２）事業の効率性

医師のキャリア形成支援事業や医師確保対策事業を通じて県内医療機

関と密接に連携している一般社団法人高知医療再生機構に当該事業を委

託したことで、効率的に事業を実施できたと考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.19】
新人看護職員研修事業

【総事業費】

26,981千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 新人看護職員研修体制整備と指導者の質の向上が図られる

（新人看護職員研修事業 25施設）
事業の達成

状況

・新人看護職員推進協議会：年２回開催

・新人看護職員研修事業：25施設
・多施設合同研修：年５日間、43施設・延 374名受講
・新人助産師研修：年５日間、５施設・延 28名受講
・教育担当者・実地指導者研修：年３日間、37施設・延 223名受講

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

それぞれの医療機関で新人看護職員への研修が実施されたり、少人数

の医療機関では合同研修への参加により、新人看護職員が学ぶことので

きる環境が整備されてきた。教育を担当する側も研修への参加により質

の向上につながったと考える。

（２）事業の効率性

各医療機関で実施している新人研修と合わせて、合同研修の実施によ

り、各医療機関での研修内容の補完や多施設の新人同士の交流という視

点からも事業は効率的に実施された。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.20】
看護職員資質向上推進事業

【総事業費】

8,167千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 ○がん中期研修、糖尿病中期研修、救急看護短期研修の実施

・看護職員のキャリアアップを支援し、質の向上が図られる

○看護教員継続研修、実習指導者講習会の実施

・看護職員の質の向上とともに、基礎教育の質の向上が図られる。

・潜在看護職員復職研修：15人が研修を修了する。
○院内助産所・助産師外来助産師等研修の実施

・院内助産所または助産師外来の開設施設数が増加する

（平成 28年度末までに、院内助産所あるいは助産師外来が 1か所以上
開設できる。※現在：院内助産所 0、助産師外来 2）

事業の達成

状況

・がん中期研修：年 17日間、８施設、13名受講
・糖尿病中期研修：年 17日間、９施設、11名受講
・救急看護短期研修：年 15日間（5日間／コースを３か所で実施）、36
施設・延 56名受講

・看護教員継続研修：年 9日間（新任期・中堅期・ベテラン期の各コー
ス３日間）、13施設・延 137名受講

・実習指導者講習会：年 40日間、26施設・48名受講
・助産師等研修会の実施（１回）

平成 26年度においては、院内助産所あるいは助産師外来の開設につ
いての増減はないが、研修会に 10産科医療機関(助産師が外来指導を
行っている医療機関)中 6機関の出席があり、アンケートでも院内助産
や助産外来の促進のために大変有意義であったと回答があり、そのう

ち新たに 3医療機関について開設意向あり。
事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

○がん中期研修、糖尿病中期研修、救急看護短期研修は、認定看護師や

大学の教授等が講師を務めることにより、臨床現場の看護者の技術や

質の向上につながった。看護教員継続研修では、教員の実践指導力の

維持・向上について、教員の継続的な能力開発の機会となった。実習

指導者講習会では、教育方法や指導の実際を学び、教育的視点を備え

た実習指導者となり学生への関わりが看護実践力を高める学習効果に

つながった。

○研修会を実施することで、産科医師と助産師の協働のあり方や、開設

に向けた取組などについて学び、開設に向けた意欲が高まるとともに
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各機関の現状や課題について情報交換等を行うことができた。

（２）事業の効率性

○看護職者を育成する教員や指導者の質の向上のための研修から看護職

者として自己研鑽のための研修とそれぞれが効率的に実施された。

○高知県内全ての産科医療機関を対象として、研修会を実施したことに

より、効率的な執行ができたと考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.21】
看護職員確保対策特別事業

【総事業費】

11,878千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 【H26年度】平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
☑継続 ／ □終了

【H29年度】平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 ・高知県の看護を考える検討委員会の開催により、看護職員確保に向け

ての課題の抽出ができ、対策を検討できる

・看護学生等進学就職支援事業により、県内の医療機関が周知される

・看護管理者支援研修会の実施により、職場環境改善の促進が図られる

事業の達成

状況

【H26年度】
・高知県の看護を考える検討委員会：年３回開催

・看護学生等進学就職支援事業：高知県看護職員就職ガイドの作成・配

布（県内 103病院掲載、1,150部）及び看護職員就職説明会（年１回、
参加医療機関 61か所、参加者 163名）の開催
・看護管理者支援研修会：医療機関・介護福祉施設・訪問看護の看護責

任者を対象とし、４つのレベルのコースを設け研修を実施。それぞれ２

～３日間の研修（合計、年 10日間実施）。延べ 665名受講。
【H29年度】
・高知県の看護を考える検討委員会：年２回開催

・看護学生等進学就職支援事業：高知県看護職員就職ガイドの作成・配

布（県内病院及び訪問看護ステーション 113施設掲載、1,124部）及び
看護職員就職説明会の開催（年１回、参加者 205名、参加医療機関 59
施設）

・看護管理者研修は直営実施。医療機関の看護部長及び事務長を対象に、

外部講師を招き、研修会を年４回（全体会２回、地域別１回、フォロー

アップ１回）を実施。延べ 241名参加。
事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

看護を考える検討委員会では、高知県内の看護職員確保に向けての課

題・対策を検討。看護学生等進学就職支援事業では、就職ガイドの活用

や就職説明会の開催により、県内の医療機関の周知及び看護学生等の就

職希望者と医療機関のニーズのマッチングを行った。看護管理者研修で

は、臨床現場で管理的視点を持ち看護管理者が職場環境改善を考えるき

っかけとなった。
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（２）事業の効率性

看護を考える検討会において、高知県の看護の現状課題・対策の検討

が行われ、看護職員の県内定着率に関しても検討された。県内定着、県

内への就職には、看護学生等への積極的な情報発信が必要であり、就職

ガイドの配布や就職説明会の開催により、効率的に本事業は実施された。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.22】
看護師等養成所運営等事業

【総事業費】

357,237千円
事業の対象

となる区域

中央区域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 学校運営の経済的支援を行うことで、保健師助産師看護師法の基準を

満たした適切な学生の教育環境が整備される。

事業の達成

状況

民間団体事業者４か所（在学生５２６名）の養成所の運営について助

成し適切な学生の教育環境を整備した。

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

本事業の実施により、各４か所の養成所において１９６名が卒業し、

うち１６８名が国家試験に合格、１１９名が県内への就職となった。卒

業生における国家試験合格率は８割を超えており養成所の教育環境が整

備されていると考える。

（２）事業の効率性

本事業の助成により、養成所の教育環境を整備し、より資質の高い医

療従事者の確保を目的に事業者は一年間を通して効率的に実施したと

考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.23】
看護師等養成所初度設備整備事業

【総事業費】

31,888千円
事業の対象

となる区域

中央区域

事業の期間 平成 26年８月５日～平成 27年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 看護師等養成所の運営に関する指導要領で定められている機械器具、

標本、模型及び図書が２新設校において整備される。

事業の達成

状況

対象養成所２校（入学者８３名）

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

看護師等養成所を開設し運営するうえで必要な教材及び図書の整備を

県内新設２校に助成し、教育環境の整備を行うことで入学者は８３名と

なった。

（２）事業の効率性

看護師等養成所の開設に向け、対象事業者と打ち合わせすることで予

定通りに事業が効率的に実施されたと考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.24】
看護師等養成所施設整備事業

【総事業費】

388,264千円
事業の対象

となる区域

中央区域

事業の期間 【H26年度】平成 26年８月５日～平成 27年３月 31日
☑継続 ／ □終了

【H27年度】平成 27年４月１日～平成 28年５月 12日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 保健師助産師看護師法で定められている基準を満たした学習環境が２

新設校において整備される。

事業の達成

状況

【H26年度】1新設校の学生 41名の教育環境整備が完了した。
【H27年度】1新設校の学生 42名の教育環境整備が完了した。

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

【H26年度】看護師等養成所を開設するうえで必要な設備整備を県内新
設 1 校に助成し、教育環境の整備を行うことで県内の医療従事者の確
保に一定効果をあげ、新設された養成所への入学者は 41名となった。

【H27年度】看護師等養成所を開設するうえで必要な設備整備を県内新
設 1 校に助成し、教育環境の整備を行うことで県内の医療従事者の確
保に一定効果をあげ、新設された養成所への入学者は 42名となった。

（２）事業の効率性

【H26年度】それぞれの事業者と事前に協議を行うことで、各 2新設校
の要望等に沿った教育環境整備が可能となり、事業が効率的に執行出

来た。

【H27年度】「看護師等養成所初度設備整備事業」と並行し実施すること
で、より資質の高い医療従事者の確保及び育成に対し本事業は効率的

に実施されたと考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.25】
看護職員の就労環境改善事業

【総事業費】

619千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 ６施設の勤務環境改善が図られる。

事業の達成

状況

６施設に対してアドバイザーを派遣し、助言や出前講座を実施

（看護教育体制の整備への支援、副看護部長の育成と施設の勤務環境改

善支援、看護部体制整備と勤務表作成について、夜勤体制整備、各委員

会の活動支援・看護部組織について、看護職員の確保と体制整備、在宅

意向を考えた看護部体制整備について）

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

看護部の体制整備や離職防止・看護師確保対策への助言について、ア

ドバイザーが介入することにより、改善・WLBへの取り組み支援に繋が
った。

（２）事業の効率性

各施設の課題や対応策もさまざまであり、アドバイザーと医療機関の

看護部の調整で対応している。施設によっては、アドバイザーが毎月訪

問し、書類の確認や意見交換を行う場合もあれば、時々にメールでのア

ドバイス等も行っているケースもある。

各医療機関の看護部が、自由に相談でき、勤務環境の改善に取り組め

る環境が整備され、離職率の低下につながればよいと考えられる。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.26】
院内保育所運営事業

【総事業費】

329,767千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 医療従事者の離職防止及び再就業を促進するとともに、医療機関によ

る入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育

が困難な児童の保育が確保される

（平成 26年度補助施設 22か所）
事業の達成

状況

・公的医療機関事業者２か所：延 267名／年
・民間医療機関事業者 20か所：延 2,867名／年
・合計医療機関事業者 22か所：延 3,134名／年の保育を実施

事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

院内保育施設運営について助成することにより、認可保育では対応し

きれない医療機関の勤務時間への対応ができ、医療従事者の離職防止及

び再就職を促進するとともに、資質の高い医療従事者の確保に一定効果

をあげているものと考える。

（２）事業の効率性

一年間を通しての事業となるため、一定効率を保ち各事業者が事業目

的を達成できたと考える。

その他
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.27】
小児救急医療体制整備事業

【総事業費】

16,914千円
事業の対象

となる区域

中央区域

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 ・小児科病院群輪番制を維持する

・輪番病院の深夜帯受診者を一日当たり７人以下にする

・輪番病院等の医師数の増加（H26：輪番病院全体勤務医数 38人）
事業の達成

状況

・小児科病院群輪番制を維持できた

・輪番病院の深夜帯受診者が一日当たり人 6.4人になった（H26）
事業の有効

性・効率性

（１）事業の有効性

小児科病院群輪番制病院を維持し、休日及び夜間における入院治療を

必要とする小児重症救急患者の医療確保ができた。

（２）事業の効率性

市町村が行う小児科病院群輪番制の運営支援に対して補助を行うこと

により、効率的な執行ができたと考える。

その他 小児救急医療患者の二次救急医療提供体制の維持のためには、二次輪

番体制を構築する病院への支援の他に、小児救急患者を減らすため、積

極的な啓発を併せて行っていく必要がある。
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業

事業名 【NO.28】
小児救急電話相談事業

【総事業費】

8,482千円
事業の対象

となる区域

県全域

事業の期間 平成 26年 4月 1日～平成 27年 3月 31日
□継続 ／ ☑終了

事業の目標 小児救急医療の適正受診が図られる

・小児科病院群輪番病院の１日当たり受診者数を７人以下にする

事業の達成

状況

小児救急医療の適正受診が図られた。

・小児科病院群輪番制病院の１日当たり受診者数が 6.4人となった（H26）
事業の有効

性と効率性

（１）事業の有効性

本事業の実施により、高知県全域において、小児救急医療の適正受診

が図られた。

（２）事業の効率性

夜間に保護者からの小児医療相談を看護師が行うことによって、保護

者の小児医療に関する知識を深め、受診の抑制が効率的に行われた。

その他


